
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づく解消の概要

旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が、昭和35年以降の土地台帳と不動産登記簿との一元
化作業後も引き継がれたことにより、表題部所有者（※）欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地（表

題部所有者不明土地）となり、それがそのまま解消されていない土地が全国に多数存在（全国約５０万筆調査の結果、約１％存在）
（平成２９年９月～平成３０年５月調査）

（例）

① 住所の記載がない土地（単有・共有）

「Ａ」

② 字持地

「大字○○」

③ 記名共有地

「Ａ外○名」 等

・登記官に所有者の探索に必要な調査権限を付与（各種台帳情報の提供の求め等）
・所有者等探索委員制度（必要な知識・経験を有する者から任命される委員に、必要な調査
を行わせ、登記官の調査を補充する制度）を創設

①85％

②11％
③４％

墓地、山林、畑等

第１ 表題部所有者不明土地とは

第３ 法律のポイント

● 所有者不明土地の中でも、氏名や住所の記録がないた
め、戸籍や住民票等による所有者調査の手掛かりがなく、
所有者の発見が特に困難
→自治体における用地取得や民間取引において、交渉の相手
方が全く分からず、用地取得や民間取引の大きな阻害要因に

● 表題部所有者不明土地を解消するためには、
・ 公的資料や歴史的な文献（例えば、地域内の土地に関す
る歴史書等）を調査
・ その土地の経緯を知る近隣住民等からの聴き取り
などによる所有者の特定が必要

→今後、歴史的資料の散逸や地域コミュニティの衰退により、
所有者の特定がますます困難になるおそれ

第２ 現状

１ 表題部所有者不明土地について、所有者の探索に関する制度を設ける
（ 令和元年11月22日施行 ）（第３条～第14条、第17条・第18条）

３ 探索の結果、所有者を特定することができなかった土地について、適切な
管理を可能とする制度を創設する（令和２年11月１日施行）(第19条～第30条)

２ 探索の結果を登記簿に反映させるための不動産登記の特例を設ける
（ 令和元年11月22日施行 ）（第15条・第16条）

・登記官が探索を行ってもなお所有者を特定することができなかった土地について、新た
な財産管理制度（裁判所の選任した管理者による管理）を創設

・探索の結果を踏まえて、表題部所有者の登記を改めるための規定を整備

令和元年５月１７日成立､５月２４日公布、令和元年法律第１５号

（※）表題部所有者とは･･･所有権の登記（権利部）がない不動産について、登記記録の表題部に記録される所有者をいう。
当事者の申請により所有権の登記がされると、表題部所有者に関する登記事項は抹消される。

種類別の内訳

法務省民事局



対象土地の選定

● 表題部所有者不明土
地の解消を実施する地
域の選定

● 特定された所有者等を表題部所有者とする登記

登記官による所有者等の特定（第14条）

＜ 登記の例 ＞
① 「Ａ」 → 「住所 Ａ」
② 「大字○○」 → 「○○市」
③ 「Ａ外２名」 → 「住所 持分△ Ａ

住所 持分△ Ｂ
住所 持分△ Ｃ」

登記官による表題部所有者の登記
（第15条・第16条）

● 所有者等を特定することができた場合

１ 特定された所有者
住所 ○○県・・・ 氏名 法務太郎

２ 特定の理由
～の資料（及び所有者等探索委員の意見）を踏まえ、
対象土地の所有者を○○に特定した。

３ 調査した資料
戸除籍謄本、各種台帳・・・

● 所有者等の探索を行う
表題部所有者不明土地
の選定

● 例外的に、表題部所有者として登記すべき者がないときは、その
旨及びその理由（所有者等が特定できなかったこと等）を登記

※ 所有者等の特定に関する記録を作成し、登記所に備え付け

所有者等(※)の探索の開始
（第３条）

登記官による調査（第４条～
第８条、第17条・第18条）

所有者等探索委員(※)による
調査（第９条～第13条）

●利害関係人による意見等の
提出

●各種台帳(旧土地台帳、
戸除籍謄本等)の調査、
実地調査、占有者・関係者
からの聞き取り調査

● 立入調査
● 地方公共団体等に対する
情報提供の求め

● 各種台帳の調査
● 占有者・関係者から
の聞き取り

● 実地調査等

所有者等探索委員として
の意見を報告

※所有者等探索委員
…必要な知識・経験を有する者か
ら任命

● 職権で所有者等の探
索を開始

● 探索を開始する旨を公
告

必要な場合
に指定

所有者等を特定することが
できなかった表題部所有者不
明土地等の管理（第19条～
第30条）

※所有者等の探索を行った結果、法
人でない社団等に帰属していること
が判明したものの、その全ての構成
員を特定することができず、又はそ
の所在が明らかでない表題部所有者
不明土地についても、同様の措置を
講ずる。

所有者等の探索を行った結果、所有者等を特定することができ
なかった表題部所有者不明土地（所有者等特定不能土地）につい
ては、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする（※）。
○当該土地の繁茂した草木の伐採の許可
○当該土地の買取りに応ずる権限⇒売却代金は所有者のために供託

（供託金が時効消滅した後は、国庫に帰属）

※所有者等
現在又は過去の
所有者(又は共有
者)

第４ 手続の流れ


